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平成 29年 3月 16日 

 

 

企業主導型保育施設（運営費）の定員変更について 

 

 

 恒常的な保育需要の変化などにより、企業主導型保育施設の定員の見直しが

必要となった場合には、職員配置及び設備基準が満たされていることを条件に

定員変更申請を行うことができます。手続きについては下記のとおりとなりま

す。平成 28年度の定員変更申請は 4月 1日から 10日までの年次報告に反映さ

せるため 3月 24日（金）を申請期限といたします。 

 なお、整備費の助成金を受けた保育施設は、原則として定員減の変更を行う

ことはできませんのでご注意下さい（「助成申請、運営にあたっての留意事

項」の 14参照）。 

記 

 

【定員変更申請手続き】 

1． 「電子申請メニュー」→「定員変更申請（運営費）」→「（運営費）定員変

更申請作成・編集」→「定員数（各月初日の定員数）」の「定員数」欄に年

齢別の定員数を入力します。運営費の助成申請が定員増の場合には、「うち

増加」についても入力します。 

なお、「うち従業員枠」欄は定員数（うち増加の場合はその定員数）の

50％以上の枠が必要となりますので入力時にはご注意下さい。 

2．添付書類として次の添付書類をアップロードします。 

①定員変更の理由書（様式任意） 

  恒常的な保育需要の変化など定員の変更が必要となる理由を記載した理由

書を提出願います。 

 ②定員の変更を証する書類（次のア、イ又はウ） 

 ア 定員変更について都道府県に届け出た書類（都道府県が定員変更の届出

を受け付けている場合） 

 イ 都道府県に提出している運営状況報告（変更後の定員の記載があるも

の） 

 ウ 上記のいずれの書類もない場合にはその旨を記載した理由書（「都道府県

が受け付けていない」、「次回の運営状況報告で定員の変更を行う」等） 

 ③施設の平面図 

  乳児室、ほふく室、保育室、屋外遊戯場等の実面積及び必要面積（〇人×

〇.〇㎡=〇〇㎡）を記載願います。 
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【定員変更審査の流れ】 

 1．申請から承認（却下）までの標準事務処理期間として、申請月の翌月末 

  を想定しています（今年度は、必要書類が揃っているものについて 3月 31

日までに承認）。 

承認後の概算交付申請、月次報告は、変更した定員で計算されます。遡

って定員変更となった場合の助成額は年度報告時に精算を行います。    

 2．今年度の定員変更申請は、4月 1日から 10日までの月次報告に反映させ

るため 3月 24日（水）を申請期限といたします。 

3．定員変更申請のフロー図 
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（参考）定員変更申請手続き画面 

 ①電子申請メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②（運営費）定員変更申請一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員変更申請

（運営費） 

保育施設を選択
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③（運営費）定員変更申請作成・編集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成決定データ：

修正不可 
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④（運営費）定員数・添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別の定員数 

を入力 

定員増の助成決

定の場合に入力 

 

定員の 50％以上 

添付書類をアッ

プロード 


